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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の始動口への遊技球の入賞に基づき、大当たり遊技発生の有無に係る特別図柄の変
動表示を実行するとともに、その変動表示に伴って、大当たり遊技発生の可能性を示唆す
る演出が実行される場合がある弾球遊技機であって、
　前記始動口への入賞に対し当該入賞に係る当たり判定乱数を所定数まで保留可能な当た
り判定乱数保留手段と、
　前記大当たり遊技発生の可能性を示唆する演出として、複数回の変動表示にわたる連続
演出を実行する連続演出パターンを選択可能な演出パターン選択手段とを備え、
　大当たり遊技発生に係る大当たり判定乱数が前記当たり判定乱数保留手段に保留されて
いるときに前記連続演出を実行することを決定した場合、前記大当たり判定乱数に基づく
変動表示が実行されるまで行われる、前記所定数を上限とする前記複数回の変動表示にわ
たる前記連続演出パターンが前記演出パターン選択手段により選択され、
　前記連続演出パターンにおいて、前記複数回の変動表示のうち前記複数回目より前の変
動表示における第１の演出単位に係る演出では前記第１の演出単位の際の変動表示におい
て前記大当たり遊技発生が無いことを示して前記複数回目の変動表示での前記大当たり遊
技発生の可能性を示唆する演出を行い、前記複数回目の変動表示における第２の演出単位
に係る演出では前記第２の演出単位の際の変動表示において前記大当たり遊技発生が有る
ことを最終的に示す演出を行うことを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大当たり遊技の発生の有無に係る特別図柄の表示を行う弾球遊技機、特にそ
の表示に伴い大当たり遊技発生の可能性を示唆する演出が行われることがある弾球遊技機
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、弾球遊技機においては、所定の条件が満たされることにより、通常の遊技と比べ
大きな利益が遊技者にもたらされる可能性の高いいわゆる「大当たり遊技」が発生するの
が通常である。この所定の条件には様々なものがあるが、最も一般的なのが、所定の始動
口への入賞を契機に、液晶画面等に表示される図柄が変動を開始し、それが停止した際に
、所定の図柄が表示された場合に、この大当たり遊技が発生する、というものである。こ
の変動を経て停止する図柄を特別図柄と称する。特別図柄は、通常３桁の数字等から構成
され、各桁ごとに順次停止することで、大当たり遊技発生に対する興趣を高めることとな
っている。また、３桁の図柄のうち２桁が停止した段階で残りの１桁の図柄次第では、大
当たり遊技の発生に係る特別図柄となるようないわゆる「リーチ」の場合には、図柄の変
動に伴って、図柄とは別に大当たり遊技の発生に対する期待感を向上させるような映像を
演出として表示することがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１７９８６３号公報（段落「０００２」）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような演出は、特別図柄の変動表示が１回終了する間に完結することとなってい
る。そこで、本発明は、複数回の変動表示にわたって行う演出を、保留球を有している場
合にのみ可能とすることで、演出が円滑に実行され、遊技に対する興趣を増すことを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（本発明）
　上記の課題に鑑み、本発明は、所定の始動口への遊技球の入賞に基づき、大当たり遊技
発生の有無に係る特別図柄の変動表示を実行するとともに、その変動表示に伴って、大当
たり遊技発生の可能性を示唆する演出が実行される場合がある弾球遊技機であって、前記
始動口への入賞に対し当該入賞に係る当たり判定乱数を所定数まで保留可能な当たり判定
乱数保留手段と、前記大当たり遊技発生の可能性を示唆する演出として、複数回の変動表
示にわたる連続演出を実行する連続演出パターンを選択可能な演出パターン選択手段とを
備え、大当たり遊技発生に係る大当たり判定乱数が前記当たり判定乱数保留手段に保留さ
れているときに前記連続演出を実行することを決定した場合、前記大当たり判定乱数に基
づく変動表示が実行されるまで行われる、前記所定数を上限とする前記複数回の変動表示
にわたる前記連続演出パターンが前記演出パターン選択手段により選択され、前記連続演
出パターンにおいて、前記複数回の変動表示のうち前記複数回目より前の変動表示におけ
る第１の演出単位に係る演出では前記第１の演出単位の際の変動表示において前記大当た
り遊技発生が無いことを示して前記複数回目の変動表示での前記大当たり遊技発生の可能
性を示唆する演出を行い、前記複数回目の変動表示における第２の演出単位に係る演出で
は前記第２の演出単位の際の変動表示において前記大当たり遊技発生が有ることを最終的
に示す演出を行うことを特徴とする。
【０００８】
　（第１の参考発明）
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　第１の参考発明は、所定の始動口14への１回の遊技球の入賞ごとに、大当たり遊技発生
の有無に係る特別図柄の変動表示を１回実行するとともに、その変動表示に伴って、大当
たり遊技発生の可能性を示唆する演出が実行される場合がある弾球遊技機10であって、１
回の変動表示の間で完結する演出である単独演出を表す単独演出パターンが記録された単
独演出パターンテーブル71と、複数回の変動表示にわたって継続する演出である連続演出
を表す連続演出パターンが記録された連続演出パターンテーブル72と、乱数発生手段31と
、前記始動口14への入賞を契機に乱数発生手段31から当たり判定乱数を抽出する当たり判
定乱数抽出手段32と、上記当たり判定乱数を用いて大当たり遊技を発生させるか否かを判
定する当たり判定手段37と、上記当たり判定手段37による判定結果に応じた特別図柄を抽
選により選択する特別図柄選択手段40と、現に連続演出が実行されていることを示す設定
状態又は実行されていないことを示す非設定状態のいずれかの状態をとる連続演出フラグ
62と、上記連続演出フラグ62の状態を判別するフラグ判別手段34と、上記フラグ判別手段
34により前記連続演出フラグ62が非設定状態であると判別された場合に演出を実行するか
否かを判定する演出実行判定手段36と、連続演出を開始するか否かの判定に先立って乱数
発生手段31から連続演出判定乱数を抽出する連続演出判定乱数抽出手段41と、前記演出実
行判定手段36による判定結果が肯定的である場合に前記連続演出判定乱数を用いて当該変
動表示より連続演出を開始するか否かを判定する連続演出判定手段42と、上記連続演出判
定手段42により肯定的な判定がされた場合には前記連続演出パターンテーブル72から連続
演出パターンを選択するとともに否定的な判定がされた場合には前記単独演出パターンテ
ーブル71から単独演出パターンを選択する演出パターン選択手段44と、上記演出パターン
選択手段44により連続演出パターンが選択された場合に前記連続演出フラグ62を設定状態
に変更するフラグ設定手段45と、前記特別図柄を変動表示する特別図柄表示手段49と、前
記フラグ判別手段34により前記連続演出フラグ62が設定状態であると判別された場合には
当該連続演出フラグ62が設定状態となった際に選択された連続演出パターンに従った演出
を上記特別図柄の変動表示に伴って表示するとともに、前記フラグ判別手段34により前記
連続演出フラグ62が非設定状態であると判別された場合でかつ前記演出実行判定手段36に
よる判定が肯定的であった場合には前記演出パターン選択手段44により選択された連続演
出パターン若しくは単独演出パターンに従った演出を上記特別図柄の変動表示に伴って表
示する演出表示手段50と、前記フラグ判別手段34により前記連続演出フラグ62が設定状態
であると判別された場合に当該連続演出が所要の変動表示の回数を消化したか否かを判定
する連続演出終了判定手段47と、上記連続演出終了判定手段47による判定が肯定的である
場合に前記連続演出フラグ62を非設定状態に変更するフラグ解除手段48とを備えたことを
特徴とする。
【０００９】
　「大当たり遊技」とは、通常の遊技よりも大きな利益が遊技者に与えられる可能性のあ
る遊技をいう。たとえば、通常遊技では閉鎖している入賞口が一定時間及び一定回数開放
し、この入賞口に入賞することで通常より多い賞球が与えられるような遊技が大当たり遊
技に該当する。
　「特別図柄」とは、数字（アラビア数字、漢数字等）、文字（アルファベット等）その
他の記号（矢印、星印等）又は具体的な絵柄（チェリー等の果物、漫画のキャラクター等
）若しくは抽象的な絵柄（爆発、発光、稲妻等）で表される「図柄」から構成され、大当
たり遊技が発生するか否かを直接的に表するものをいう。特別図柄は通常３桁の数字等か
ら構成されることが多く、このうち特定の組合せ、たとえば３桁とも同一の数字等である
ようなものが、大当たり遊技が発生する旨を表す「当たり図柄」で、それ以外が「ハズレ
図柄」となっている。この特別図柄は、通常は、液晶画面12等に画像として表示される場
合が多いが、たとえばスロットマシンのリールのように、現実の物体の表面に描かれるも
のとしてもよい。
【００１０】
　「変動表示」とは、ある図柄から別の図柄への移り変わりが行われている状態を経て、
最終的にある特別図柄を停止した状態で表示することをいう。ここでいう「停止」とは、
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必ずしも物理的に完全に停止している状態のみを意味するのではない。したがって、ある
図柄自体が拡大及び縮小を繰り返している状態や、図柄が揺れて見えるように表示される
いわゆる「揺れ変動」もこの「停止」に含まれることとなる。そして、遊技球が１個始動
口14へ入賞することによって完結する変動表示を「１回の変動表示」と称する。
　「演出」とは、大当たり遊技発生の可能性を示唆する映像表現若しくは音声表現又はこ
れらの結合をいう。ここでいう映像表現とは、画像によるもののみならず、ランプの点滅
によるようなものも含んだ、視覚的な表現をいう。
【００１１】
　上記演出には、１回の変動表示の間で完結する「単独演出」と、複数回の変動表示にわ
たって継続し完結する「連続演出」とがある。また、複数種類の演出について、その各々
を実行するために必要な画像データ及び音声データの組合せを「演出パターン」と称する
。そして、単独演出を表す演出パターンを「単独演出パターン」と、また、連続演出を表
す演出パターンを「連続演出パターン」とそれぞれ称する。
　「単独演出パターンテーブル」とは、複数種類の単独演出パターンをデータとして記憶
しているデータテーブルをいう。たとえば、ＲＯＭ70等の記憶装置に記憶されている弾球
遊技機10の遊技データの一部をこの単独演出パターンテーブル71とすることができる。こ
の単独演出パターンテーブル71には、実際に単独演出パターンそのものが記録されていて
も、また、実際には別の装置（たとえば、ＲＯＭ70上の別の記憶領域）に記憶されている
単独演出パターンを識別する記号（たとえば、メモリ上のアドレス）が記録されていても
、いずれでもよい。
【００１２】
　「連続演出パターンテーブル」とは、複数種類の連続演出パターンをデータとして記憶
しているデータテーブルをいう。たとえば、ＲＯＭ70等の記憶装置に記憶されている弾球
遊技機10の遊技データの一部をこの連続演出パターンテーブル72とすることができる。こ
の連続演出パターンテーブル72には、実際に連続演出パターンそのものが記録されていて
も、また、実際には別の装置（たとえば、ＲＯＭ70上の別の記憶領域）に記憶されている
連続演出パターンを識別する記号（たとえば、メモリ上のアドレス）が記録されていても
、いずれでもよい。
　「乱数発生手段」とは、乱数を発生させる手段をいう。ここで、「乱数」とは、数学的
な意味の乱数のみならず、その生成は規則的であっても抽出のタイミングがランダムであ
るために結果的に乱数として機能し得る数値をも含む。たとえば、発振回路を利用して０
から１６３８３までの数字を１秒間に七百万回程度繰り返し累積的にカウントする装置を
この乱数発生手段31として用いることができる。また、弾球遊技機10の制御プログラムに
おいて、たとえば０から３１９までの数値をソフトウェアリセットごとに加算するように
した場合に、この数値を乱数として用いることもできる。この場合、弾球遊技機10の制御
を司るＣＰＵ30等の制御部が、上記乱数発生手段31として機能することとなる。
【００１３】
　「当たり判定乱数抽出手段」とは、始動口14への入賞を認識した時点以降において乱数
発生手段31が示す数値を当たり判定乱数として抽出する手段をいう。また、「当たり判定
乱数」とは、大当たり遊技の発生の有無に関する抽選に用いられる乱数をいう。なお、弾
球遊技機10の制御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させることで、こ
の当たり判定乱数抽出手段32として機能させることが可能である。
　「当たり判定手段」とは、上記当たり判定乱数を用いて大当たり遊技の発生の有無を判
定する手段をいう。この当たり判定手段37による判定は、当該乱数をいわゆる確率テーブ
ルと参照することによって実行されるものでも、また、当該乱数が特定の値であるか否か
を判断することによって実行されるものでも、いずれでもよい。なお、弾球遊技機10の制
御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させることで、この当たり判定手
段37として機能させることが可能である。ここで、この当たり判定手段37により、大当た
り遊技が発生する旨の判定がされる状態を「当たり」と称し、それ以外の判定がされる状
態を「ハズレ」と称する。
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【００１４】
　「特別図柄選択手段」とは、大当たり遊技の発生の有無に応じて、特別図柄の種類を抽
選により選択する手段をいう。また、ここでいう「抽選」は、所定の乱数をいわゆる確率
テーブルと参照することによる抽選であることが望ましい。なお、弾球遊技機10の制御を
司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させることで、この特別図柄選択手段
40として機能させることが可能である。
　「連続演出フラグ」とは、現に連続演出が実行されているか否かを示すパラメータをい
う。この連続演出フラグ62は、「設定状態」及び「非設定状態」のうちのいずれかの状態
をとる。たとえば、設定状態を「１」、非設定状態を「０」とすることができる。この連
続演出フラグ62は、たとえば、一時的な記憶装置であるＲＡＭ60に記憶されることとなっ
ている。
【００１５】
　「フラグ判別手段」とは、上記連続演出フラグ62が設定状態であるか非設定状態である
かを判別する手段をいう。たとえば、連続演出フラグ62を、設定状態の値と比較して、こ
れらが等しい場合には、当該連続演出フラグ62は設定状態であると判別される。一方、こ
れらが等しくない場合には、当該連続演出フラグ62は非設定状態であると判別される。な
お、弾球遊技機10の制御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させること
で、このフラグ判別手段34として機能させることが可能である。
　「演出実行判定手段」とは、演出そのものを実行するか否かを判定する手段をいう。こ
の演出実行判定手段36が行う判定は、上記フラグ判別手段34により連続演出フラグ62が非
設定状態であると判別された場合にのみ実行される。なお、弾球遊技機10の制御を司るＣ
ＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させることで、この演出実行判定手段36とし
て機能させることが可能である。
【００１６】
　「連続演出判定乱数抽出手段」とは、下記の連続演出判定手段42による判定に先立って
、乱数発生手段31が示す数値を連続演出判定乱数として抽出する手段をいう。また、「連
続演出判定乱数」とは、連続演出を行うか否かを判定するために用いられる乱数をいう。
なお、弾球遊技機10の制御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させるこ
とで、この連続演出判定乱数抽出手段41として機能させることが可能である。
　なお、前記の当たり判定乱数抽出手段32及び連続演出判定乱数抽出手段41は、共通の乱
数発生手段31からそれぞれ当たり判定乱数及び連続演出判定乱数を抽出することとしても
、また、それぞれ別個の乱数発生手段31から抽出することとしてもいずれでもよい。ただ
し、共通の乱数発生手段31から乱数を抽出する場合には、それぞれの抽出のタイミングを
異なるものとすることが望ましい。更に、連続演出判定乱数は、連続演出の実行の有無の
判定が必要な場合にのみ抽出されることとしても、また、その必要の有無にかかわらずた
とえば前記始動口14への入賞ごとに抽出されることとしても、いずれでもよい。
【００１７】
　「連続演出判定手段」とは、前記演出実行判定手段36による判定結果が肯定的である場
合、すなわち、演出を実行する旨の判定がなされた場合に、前記連続演出判定乱数を用い
た抽選により連続演出を実行するか否かを判定する手段をいう。すなわち、前記連続演出
フラグ62が設定状態である場合、現に連続演出が実行されているのであるから、この連続
演出判定手段42を作動させる必要はない。また、連続演出フラグ62が非設定状態であって
も演出を実行しない場合にはやはりこの連続演出判定手段42を作動させる必要はない。な
お、弾球遊技機10の制御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させること
で、この連続演出判定手段42として機能させることが可能である。
【００１８】
　「演出パターン選択手段」とは、連続演出判定手段42による判定結果が肯定的である場
合には前記連続演出パターンテーブル72から連続演出パターンを抽選により選択し、また
、否定的である場合には前記単独演出パターンテーブル71から単独演出パターンを抽選に
より選択する手段をいう。ここで、この「抽選」については、前記特別図柄選択手段40と
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同様である。なお、弾球遊技機10の制御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を
実行させることで、この演出パターン選択手段44として機能させることが可能である。
　「フラグ設定手段」とは、上記演出パターン選択手段44により、連続演出パターンが選
択された場合に、前記連続演出フラグ62を非設定状態から設定状態へ変更する手段をいう
。なお、弾球遊技機10の制御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させる
ことで、このフラグ設定手段45として機能させることが可能である。
【００１９】
　「特別図柄表示手段」とは、液晶、７セグメント発光ダイオード、ドットマトリクス発
光ダイオード等により画像を表示する装置によって、上記特別図柄選択手段40によって選
択された特別図柄を変動表示する手段をいう。なお、弾球遊技機10の制御を司るＣＰＵ30
に制御プログラムの所定の一部を実行させることで、この特別図柄表示手段49として機能
させることが可能である。
　「演出表示手段」とは、液晶、７セグメント発光ダイオード、ドットマトリクス発光ダ
イオード等により画像を表示する装置によって、上記の特別図柄の変動表示に加えて、一
定のストーリーを有する画像である「演出」を表示する手段をいう。この演出表示手段50
は、上記特別図柄表示手段49とは別個の装置を使用することとしても、また、共通の装置
を使用することとしてもいずれでもよい。共通の装置を使用する場合には、画像を表示す
る画面を分割して、その一部で特別図柄を変動表示し、また別の一部で同時に演出を表示
することが可能である。また、画面の分割は行わず、たとえば特別図柄の変動表示の途中
で画面上で演出の表示に切り替える、というように、特別図柄の変動表示と演出の表示と
を適宜切り替えて実行することも可能である。
【００２０】
　この演出表示手段50は、前記フラグ判別手段34により連続演出フラグ62が設定状態であ
ると判別された場合には当該連続演出フラグ62が設定状態となった際に選択された連続演
出パターンに従って継続中の連続演出を表示する。一方、前記フラグ判別手段34により連
続演出フラグ62が非設定状態であると判別された場合でかつ前記演出実行判定手段36によ
る判定が肯定的であった場合には、前記演出パターン選択手段44により選択された連続演
出パターン又は単独演出パターンに従って演出を表示する。ちなみに、前記フラグ判別手
段34により連続演出フラグ62が非設定状態であると判別された場合でかつ前記演出実行判
定手段36による判定が否定的であった場合には、当然演出を表示することはない。なお、
弾球遊技機10の制御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させることで、
この演出表示手段50として機能させることが可能である。
【００２１】
　「連続演出終了判定手段」とは、連続演出フラグ62が設定状態であるとフラグ判別手段
34により判別された場合に、所要の変動表示の回数を消化したか否かを判定する手段をい
う。たとえば、変動表示の回数をカウントするパラメータを設け、このパラメータと、選
択されて連続演出パターンに要する変動表示の回数とを比較し、両者が等しくなったこと
をもって連続演出が終了した旨の判定とすることが可能となる。なお、弾球遊技機10の制
御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させることで、この連続演出終了
判定手段47として機能させることが可能である。
　「フラグ解除手段」とは、上記連続演出終了判定手段47により連続演出が終了した旨の
判定がされた場合に、前記連続演出フラグ62を設定状態から非設定状態へ変更する手段を
いう。なお、弾球遊技機10の制御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行さ
せることで、このフラグ解除手段48として機能させることが可能である。
【００２２】
　以下、本発明に係る弾球遊技機10の作用を、図１のフローチャートを参照しつつ連続演
出フラグ62の状態により場合を分けて説明する。
　まず、連続演出フラグ62の状態にかかわらず、始動口14への入賞があると(S100)、当た
り判定乱数抽出手段32が乱数発生手段31から当たり判定乱数を抽出し(S110)、この当たり
判定乱数を用いて当たり判定手段37が「当たり」か「ハズレ」かを判定する(S120)。続い
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て、この判定の結果に従った特別図柄が、特別図柄選択手段40によって抽選により選択さ
れる(S120)。
　また、上記当たり判定乱数の抽出とは別に、始動口14への入賞を契機に、連続演出判定
乱数抽出手段41が、乱数発生手段31から連続演出判定乱数を抽出する(S110)。なお、この
連続演出判定乱数の抽出は必ずしもこのS110に示す段階で行われる必要はなく、後述のS1
60に示す段階より前に行われていれば足りる。
【００２３】
　（１）連続演出フラグが非設定状態の場合
　現に連続演出は実行されていない場合には、連続演出フラグ62は非設定状態をとってい
る。この場合、フラグ判別手段34が、連続演出フラグ62は非設定状態であると判別するの
で(S130)、次に、演出実行判定手段36が作動することとなる。すなわち、演出実行判定手
段36は、演出を行うか否かを抽選により判定する(S140)。
　　（１－１）演出を行わない場合
　演出実行判定手段36により、演出は行わない旨の判定がなされた場合は、特別図柄表示
手段49は、特別図柄の変動表示を行うが、演出表示手段50は作動しない(S150)。
【００２４】
　　（１－２）演出を行う場合
　演出実行判定手段36により、演出を行う旨の判定がなされた場合は、次に、連続演出判
定手段42が作動することとなる。すなわち、連続演出判定手段42は、連続演出判定乱数を
用いて、当該変動表示から開始される連続演出の実行を行うか否かを抽選により判定する
(S160)。
　　　（１－２－１）単独演出を行う場合
　連続演出は実行しない旨の判定がされた場合は、演出パターン選択手段44は、単独演出
パターンテーブル71から単独演出パターンを抽選により選択することとなる(S165)。そし
て、特別図柄表示手段49が特別図柄の変動表示を行うのに伴い、演出表示手段50は、単独
演出パターンに従った演出を表示する(S170)。
【００２５】
　　　（１－２－２）連続演出を行う場合
　一方、連続演出を実行する旨の判定がされた場合は、演出パターン選択手段44は、連続
演出パターンテーブル72から連続演出パターンを抽選により選択することとなる(S175)。
次に、フラグ設定手段45により、連続演出フラグ62が設定される(S180)。そして、特別図
柄表示手段49が特別図柄の変動表示を行うのに伴い、演出表示手段50は、連続演出パター
ンに従った演出を表示する(S185)。
　変動表示及び連続演出の際、連続演出終了判定手段47により、当該変動表示で連続演出
が終了するか否かが判断されるが(S190)、この場合は連続演出が開始されたばかりなので
、フラグ解除手段48の作動はない。
【００２６】
　（２）連続演出フラグが設定状態の場合
　現に連続演出が実行されている場合には、連続演出フラグ62は設定状態をとっている。
この場合、フラグ判別手段34が、連続演出フラグ62は設定状態であると判別するので(S13
0)、連続演出判定手段42は作動しない。すなわち、連続演出判定乱数は抽出されていても
使用されないこととなる。
　そして、特別図柄表示手段49が特別図柄の変動表示を行うのに伴い、演出表示手段50は
、前回以前の入賞時に選択されている連続演出パターン(S175参照)に従った演出を表示す
る(S185)。
【００２７】
　次に、連続演出終了判定手段47により、当該変動表示で連続演出が終了するか否かが判
断される(S190)。終了しない場合はフラグ解除手段48の作動はない。一方、終了する場合
は、フラグ解除手段48により、連続演出フラグ62が非設定状態へ変更される(S195)。
　上記により、複数回の特別図柄の変動表示にわたる連続演出が可能となっている。
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　（第２の参考発明）
　また、第２の参考発明は、第１の参考発明の特徴に加え、前記特別図柄表示手段49によ
り変動表示が現に実行されている際の始動口14への入賞に対し当該入賞に係る当たり判定
乱数を保留可能な当たり判定乱数保留手段61と、上記当たり判定乱数保留手段61に保留さ
れている当たり判定乱数の個数を判定する保留乱数判定手段33とを備えるとともに、前記
連続演出判定手段42は、保留された当たり判定乱数を用いた前記当たり判定手段37による
判定の際に、上記保留乱数判定手段33により更に少なくとも一の当たり判定乱数が上記当
たり判定乱数保留手段61に保留されていると判定された場合に限り連続演出を開始するか
否かの判定をすることを特徴とする。
【００２８】
　「保留」とは、特別図柄の変動表示中における始動口14への入賞に対し、当該入賞を契
機に抽出された当たり判定乱数を保存することをいう。すなわち、当該変動表示終了後に
その保留に係る当たり判定乱数に基づいて再び特別図柄の変動表示が実行されることとな
る。なお、この保留には、通常、上限（たとえば４個）が設定されている。
　「当たり判定乱数保留手段」とは、上記の、特別図柄の変動表示中に抽出された当たり
判定乱数を保留する手段をいう。この当たり判定乱数保留手段61には、上記の上限個数ま
での当たり判定乱数が、その抽出の順番が認識可能な形式で保留されることとなっている
。たとえば、遊技データを一時的に記憶するＲＡＭ60をこの当たり判定乱数保留手段61と
することが可能である。
【００２９】
　「保留乱数判定手段」とは、上記の当たり判定乱数保留手段61に保留されている当たり
判定乱数の個数を判定する手段をいう。なお、弾球遊技機10の制御を司るＣＰＵ30に制御
プログラムの所定の一部を実行させることで、この保留乱数判定手段33として機能させる
ことが可能である。
　本発明に係る弾球遊技機10の作用は、前記第１の参考発明に係る弾球遊技機10のそれと
多くの部分が共通であるが、相違点についてのみ説明する。
　なお、本発明に係る弾球遊技機10においては、図１のS100及びS110に示す段階は、実際
にはS120以降に示す段階とは別個独立の処理として実行される。また、S120に示す段階に
おいては、当たり判定乱数保留手段61に保留されている最先の当たり判定乱数が使用され
るとともに、使用された当たり判定乱数はその後削除されることとなっている。
【００３０】
　本発明に係る弾球遊技機10に作用の一例を示すフローチャート（図２）においては、図
１のフローチャートにおけるS140とS160との間に、S155に示す段階が介在することとなっ
ている。すなわち、S140に示す段階において、演出実行判定手段36により演出を行う旨の
判定がされた場合には、S155に示す段階へ進み、この段階で当たり判定乱数保留手段61に
当該当たり判定乱数以外の当たり判定乱数が保留されているか否かが保留乱数判定手段33
により判定される。そして、この判定が肯定的な場合（すなわち、当たり判定乱数が更に
保留されている場合）にはS160に示す段階へ進んで、連続演出判定手段42により連続演出
を実行するか否かが判定されることとなっている。一方、否定的な場合（すなわち、当た
り判定乱数はそれ以上保留されていない場合）にはS165に示す段階へ進んで演出パターン
選択手段44により単独演出パターンが選択されることとなっている。
【００３１】
　上記により、保留球数が複数の場合にのみ連続演出を可能とすることで、連続演出が円
滑に実行されることとなっている。
　（第３の参考発明）
　更に、第３の参考発明は、第２の参考発明の特徴に加え、前記連続演出判定手段42は、
前記当たり判定手段37により否定的な判定がされた場合に限り連続演出を開始するか否か
の判定をすることを特徴とする。
　すなわち、当該変動表示で「当たり」となる場合には、それ以後大当たり遊技が発生す
るため、その大当たり遊技の間は、特別図柄の変動表示がなされないのが普通である。し
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たがって、本発明に係る弾球遊技機10においては、「ハズレ」の場合にのみ当該変動表示
から連続変動が開始され得ることとした。
【００３２】
　本発明に係る弾球遊技機10の作用は、前記第２の参考発明に係る弾球遊技機10のそれと
多くの部分が共通であるが、相違点についてのみ説明する。
　本発明に係る弾球遊技機10の作用の一例を示すフローチャート（図３）においては、図
２のフローチャートにおけるS140とS155との間に、S152に示す段階が介在することとなっ
ている。すなわち、S140に示す段階において、演出実行判定手段36により演出を行う旨の
判定がされた場合には、S152に示す段階へ進み、先のS120に示す段階における当たり判定
の結果が連続演出判定手段42により参照される。そして、「ハズレ」の判定がなされてい
た場合にはS155に示す段階へ進んで、保留乱数判定手段33により保留に係る当たり判定乱
数の有無が判定されることとなる。一方、「当たり」の場合にはS165に示す段階へ進んで
演出パターン選択手段44により単独演出パターンが選択されることとなっている。
【００３３】
　上記により、当たり判定手段37により、当該入賞で「ハズレ」と判定された場合にのみ
当該変動から連続演出が実行され得るとすることで、連続演出を適切なタイミングで開始
させることとなっている。
　（第４の参考発明）
　また、第４の参考発明は、第３の参考発明の特徴に加え、前記当たり判定乱数保留手段
61に保留されている当たり判定乱数のうち、いまだ前記当たり判定手段37による判定に供
されていないものについて、それが大当たり遊技発生に係るものであるか否かについて判
定する保留当たり判定手段51を備えるとともに、前記連続演出判定手段42は、上記保留当
たり判定手段51による判定が肯定的である場合に限り連続演出を開始するか否かの判定を
することを特徴とする。
【００３４】
　「保留当たり判定手段」とは、当たり判定手段37による判定を待つ当たり判定乱数につ
いて、あらかじめ当たり判定手段37と同様の判定を実行する手段をいう。なお、弾球遊技
機10の制御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させることで、この保留
当たり判定手段51として機能させることが可能である。また、前記当たり判定手段37に、
この保留当たり判定手段51としての機能を兼ねさせることも可能である。
　本発明に係る弾球遊技機10の作用は、前記第３の参考発明に係る弾球遊技機10のそれと
多くの部分が共通であるが、相違点についてのみ説明する。
　本発明に係る弾球遊技機10の作用の一例を示すフローチャート（図４）においては、図
３のフローチャートにおけるS155とS160との間に、S157に示す段階が介在することとなっ
ている。すなわち、S155に示す段階において、保留乱数判定手段33により当たり判定乱数
が更に保留されている旨の判定がされた場合には、S157に示す段階へ進み、この段階で保
留当たり判定手段51により、当該保留に係る当たり判定乱数が「当たり」に係るものか又
は「ハズレ」に係るものかが判定される。そして、この判定が肯定的な場合（当該保留に
係る当たり判定乱数で「当たり」の場合）にはS160に示す段階へ進み、連続演出判定手段
42による判定が実行される。一方、否定的な場合（当該保留に係る当たり判定乱数で「ハ
ズレ」の場合）にはS165に示す段階へ進み、演出パターン選択手段44により単独演出パタ
ーンが選択される。
【００３５】
　上記により、当該変動表示の後の変動表示において「当たり」の場合にのみ当該変動表
示から連続演出が開始され得ることとなり、連続演出に対する期待感の向上が図られるこ
ととなっている。
　（第５の参考発明）
　更に、第５の参考発明は、第３の参考発明の特徴に加え、前記当たり判定乱数保留手段
61に保留されている当たり判定乱数のうち、いまだ前記当たり判定手段37による判定に供
されていないものについて、それが大当たり遊技発生に係るものであるか否かについて判
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定する保留当たり判定手段51を備えるとともに、前記連続演出判定手段42により肯定的な
判定がされた場合、前記演出パターン選択手段44は、上記保留当たり判定手段51による判
定結果に応じた連続演出パターンを前記連続演出パターンテーブル72から選択することを
特徴とする。
【００３６】
　「保留当たり判定手段」とは、当たり判定手段37による判定を待つ当たり判定乱数につ
いて、あらかじめ当たり判定手段37と同様の判定を実行する手段をいう。なお、弾球遊技
機10の制御を司るＣＰＵ30に制御プログラムの所定の一部を実行させることで、この保留
当たり判定手段51として機能させることが可能である。また、前記当たり判定手段37に、
この保留当たり判定手段51としての機能を兼ねさせることも可能である。
　本発明に係る弾球遊技機10の作用は、前記第３の参考発明に係る弾球遊技機10のそれと
多くの部分が共通であるが、相違点についてのみ説明する。
　本発明に係る弾球遊技機10の作用の一例を示すフローチャート（図５）においては、図
３のフローチャートにおけるS160とS175との間に、S172に示す段階が介在することとなっ
ている。すなわち、S160に示す段階において、演出実行判定手段36により連続演出を実行
する旨の判定がされた場合には、S172に示す段階へ進み、この段階で保留当たり判定手段
51により、当該保留に係る当たり判定乱数の全てについて「当たり」に係るものか又は「
ハズレ」に係るものかが判定される。そして、S175に示す段階において、その「当たり」
及び「ハズレ」の組合せに従って、演出パターン選択手段44によって連続演出パターンが
選択されることとなっている。
【００３７】
　ここで、本発明に係る弾球遊技機10においては連続演出の実行の有無は、保留に係る当
たり判定乱数で「当たり」となるか否かには左右されない。したがって、たとえば４個ま
で当たり判定乱数の保留が可能な場合を想定すると、先述の通り「当たり」の場合以降は
連続演出が継続されないため、可能な連続演出パターンは、「ハズレ、ハズレ」、「ハズ
レ、当たり」、「ハズレ、ハズレ、ハズレ」、「ハズレ、ハズレ、当たり」、「ハズレ、
ハズレ、ハズレ、ハズレ」及び「ハズレ、ハズレ、ハズレ、当たり」となる。保留当たり
判定手段51は、保留に係る当たり判定乱数がこれらのいずれのパターンに該当するかを判
定し、演出パターン選択手段44はこの判定に従って連続演出パターンを選択することとな
っている。
【００３８】
　上記により、保留に係る当たり判定乱数が「当たり」か「ハズレ」かに応じた連続演出
パターンを選択することで、以後の遊技の状況に応じた適切な演出パターンの選択が可能
となっている。
　（第６の参考発明）
　また、第６の参考発明は、第３、第４又は第５の参考発明の特徴に加え、前記連続演出
終了判定手段47は、前記当たり判定手段37により大当たり遊技発生の旨の判定がされた場
合にも肯定的な判定をすることを特徴とする。
　本発明に係る弾球遊技機10の作用は、前記第３の参考発明に係る弾球遊技機10のそれと
多くの部分が共通であるが、相違点についてのみ説明する。
【００３９】
　本発明に係る弾球遊技機10の作用の一例を示すフローチャート（図６）においては、図
１のフローチャートにおけるS190の後に、S192に示す段階が設けられている。すなわち、
S190に示す段階において、連続演出終了判定手段47により所要の変動表示の回数は消化し
ていない旨の判定がされた場合には、S192に示す段階へ進むこととなっている。この段階
においては、連続演出終了判定手段47は、更に当該変動表示で「当たり」であったか否か
を判定する。そして、「当たり」の場合には、S195へ進んでフラグ解除手段48が作動する
。一方、「ハズレ」の場合には連続演出フラグ62は設定状態を保つこととなっている。な
お、このフラグ解除手段48の作動は、上記S190又はS192に示す段階における判定の直後に
実行される必要はなく、当該「当たり」に伴う大当たり遊技終了後の特別図柄の変動表示
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が開始される前であればどの時点で実行されることとしてもよい。
【００４０】
　なお、図３のS152に示す段階において連続演出は「ハズレ」の場合にのみ開始されるこ
とから、上記S192に示す段階で肯定的な判断が示される可能性があるのは、図１のS130に
示す段階で肯定的な判断が示された場合（すなわち、連続演出フラグ62が設定状態である
場合）に限られることとなっている。
　上記より、連続演出中でも「当たり」の場合には当該連続演出を終了することで、連続
演出が適正に実行されることとなっている。
　（第７の参考発明）
　更に、第７の参考発明は、第６の参考発明の特徴に加え、連続演出パターンは各回の変
動表示ごとの演出単位から構成されているとともに、各演出単位には大当たり遊技が発生
する旨の特別図柄に対応した当たり演出単位及び大当たり遊技は発生しない旨の特別図柄
に対応したハズレ演出単位とが用意され、上記当たり演出単位は当該連続演出パターンを
終了させるものであるとともに、上記ハズレ演出単位のうち最終回の変動表示に係るもの
は当該連続演出パターンを終了させ、上記ハズレ演出単位のうち最終回の変動表示に係る
もの以外は次回の演出単位に継続するものであることを特徴とする。
【００４１】
　「演出単位」とは、一の連続演出パターンにおいて、個々の変動表示の回数ごとに実行
される演出を表す遊技データをいう。たとえば、ある連続演出パターンが３回の変動表示
を要する場合には、当該連続演出パターンは、「１回目の演出単位」、「２回目の演出単
位」及び「３回目の演出単位」から構成されることとなる。
　「当たり演出単位」とは、個々の演出単位のうち、当たり図柄が変動表示される際に表
示される演出を表す遊技データをいう。
　「ハズレ演出単位」とは、個々の演出単位のうち、ハズレ図柄が変動表示される際に表
示される演出を表す遊技データをいう。
【００４２】
　すなわち、個々の演出単位においては、それぞれ当たり演出単位とハズレ演出単位とが
用意され、当該当たり判定の結果に従っていずれかが選択されることとなっている。
　また、各連続演出パターンには一定のストーリーがあり、そのストーリーは、各演出単
位により構成されることとなっている。たとえば、ある連続演出パターンが前記の如く３
回の変動表示を要する場合には、１回目の演出単位でストーリーの発端が提示され、２回
目の演出単位でそのストーリーが発展し、そして３回目の演出単位でそのストーリーが完
結することとなる。
　更に、「ハズレ演出単位」は、最終の演出単位に係るものについてはストーリーを完結
するものであるが、それ以外の演出単位に係るものについては、ストーリーの発端を提示
し、又は、ストーリーを発展させるものとなっている。一方、「当たり演出単位」は、当
該連続演出パターンの要する変動表示回数にかかわらず、ストーリーを完結させるものと
なっている。
【００４３】
　なお、前記第３の参考発明に係る弾球遊技機10においては、連続演出は「ハズレ」の場
合から開始されることから、１回目の演出単位はハズレ演出単位のみで足り、当たり演出
単位を用意する必要はない。
　本発明に係る弾球遊技機10では、前記S175に示す段階において、演出パターン選択手段
44は、選択した連続演出パターンにおいて、当該変動表示が何回目かを参照するとともに
、当該当たり判定で「当たり」か「ハズレ」かを参照して、該当する回数の演出単位から
「当たり演出単位」又は「ハズレ演出単位」を選択することとなっている。
　上記により、連続演出中に「当たり」となった場合でも、連続演出を円滑に終了させる
ことが可能となる。
【発明の効果】
【００４４】
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　上記の構成により、本発明は以下に記す効果を奏する。
　すなわち、本発明の説明によると、複数回の変動表示にわたって行う演出を、保留球を
有している場合にのみ可能とすることで、演出が円滑に実行され、遊技に対する興趣を増
すことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】第１の参考発明の作用の一例をフローチャートで示したものである。
【図２】第２の参考発明の作用の一例をフローチャートで示したものである。
【図３】第３の参考発明の作用の一例をフローチャートで示したものである。
【図４】第４の参考発明の作用の一例をフローチャートで示したものである。
【図５】第５の参考発明の作用の一例をフローチャートで示したものである。
【図６】第６の参考発明の作用の一例をフローチャートで示したものである。
【図７】本発明の第１及び第２の実施の形態に係る弾球遊技機の盤面を正面図で示したも
のである。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る弾球遊技機の機能をブロック図で示したもので
ある。
【図９】本発明の第１及び第２の実施の形態に係る弾球遊技機における保留球数の加算処
理をフローチャートで示したものである。
【図１０】本発明の第１及び第２の実施の形態に係る弾球遊技機における当たり判定、特
別図柄の選択及び演出パターンの選択に関する処理の一部をフローチャートで示したもの
である。
【図１１】本発明の第１及び第２の実施の形態に係る弾球遊技機における当たり判定、特
別図柄の選択及び演出パターンの選択に関する処理の一部をフローチャートで示したもの
である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係る弾球遊技機の機能をブロック図で示したもの
である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、本発明のいくつかの実施の形態を、図面を参照しつつ説明する。
　（１）第１の実施の形態
　本発明の第１の実施の形態においては、連続演出パターンにおける各変動回数ごとに、
当たり演出単位及びハズレ演出単位が用意されている。ただし、後述するように、１回目
の変動時についてはハズレ演出単位のみとなっている。
　　（１－１）盤面外観
　第１の実施の形態に係る弾球遊技機10は、図７に正面図で示すような盤面11を有する。
　盤面11のほぼ中央には、液晶画面12が設けられている。この液晶画面12は、３桁の図柄
（各図柄は、０から９までの１０種類の数字から選ばれる）の組合せ（「特別図柄」と称
する）を変動表示する特別図柄表示手段49として機能する。また、特別図柄の変動表示に
伴う演出を表示する演出表示手段50としても機能する。その上方には４個の特別図柄保留
ランプ13、13、13、13が設けられている。
【００４９】
　上記特別図柄表示装置の下方には、遊技球が入賞可能な始動口14が設けられている。こ
の始動口14の開口部には、当該始動口14における遊技球の通過路の幅を拡大する拡大装置
15が設けられる。この拡大装置15は、通常は遊技球１個は通過し得るが２個は同時に通過
し得ない程度の幅を保つが、これが拡大すると、落下する遊技球を拾うような形となり、
結果として始動口14への入賞が容易となる。
　上記始動口14の下方には、アタッカーユニット16が取り付けられており、その正面ほぼ
中央には、後述の大当たり遊技の際に開放する大入賞口17が設けられている。また、この
アタッカーユニット16の左右両端には、上方に開口した入賞口21、21が設けられている。
更に、このアタッカーユニット16の前面には、７セグメント発光ダイオードによる普通図
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柄表示装置18が設けられるとともに、その周囲には４個の普通図柄保留ランプ19、19、19
、19が設けられている。この普通図柄表示装置18には、「５」、「６」及び「７」から成
る「普通図柄」が表示される。
【００５０】
　前記液晶画面12の左側には、遊技球が通過可能な変動開始ゲート20が設けられる。この
変動開始ゲート20には、遊技球の通過を検知する図示しないセンサーが設けられている。
　また、前記始動口14の左方及び右方にも上方に開口した入賞口21、21が設けられる。更
に、盤面11下端には、上記始動口14、大入賞口17、及び各入賞口21、21、21、21のいずれ
にも入賞し得なかった遊技球が排出されるアウト口22が設けられている。
　盤面11には、上記以外にも、遊技球の落下方向に変化を付けるための風車及び釘（図示
せず）が設けられている。また、盤面11の前面は、図示しないガラス板で覆われている。
更に、盤面11の下方には図示しない弾球ハンドル、賞球払出口、球受け皿等が位置してい
る。
【００５１】
　（１－２）遊技の概要
　この弾球遊技機10における遊技の概要は、以下の通りである。
　まず、前記弾球ハンドルを遊技者が操作することで、盤面11に遊技球が弾球される。こ
の遊技球は、前記風車や釘等に接触しながら、盤面11を落下する。そして、落下の過程で
各入賞口21、21、21、21のいずれかに入賞すると、前記賞球払出口から５球の賞球が遊技
者に払い出される。
　遊技球が変動開始ゲート20を通過すると、その通過信号を契機に普通図柄表示装置18に
おいて普通図柄が変動表示を開始する。そして、通常の場合、変動表示が開始してから３
０秒が経過すると、変動表示の開始時点で決定されている所定の普通図柄が停止表示され
る。この停止表示される普通図柄が「７」であるときには、拡大装置15が０．５秒間作動
し、始動口14の幅が拡大することで、始動口14への入賞が容易となる。また、停止表示さ
れる普通図柄が「５」又は「６」のときには拡大装置15は作動しないが、この場合でも、
始動口14への入賞は可能である。
【００５２】
　なお、上記普通図柄表示装置18において普通図柄の変動表示が実行されている際に遊技
球が変動開始ゲート20を通過すると、当該通過に係る普通図柄の変動表示は現に実行され
ている普通図柄の変動表示の終了又は拡大装置15の作動の終了まで保留される。そして、
普通図柄の変動表示が保留がされていることを表示するために、普通図柄保留ランプ19が
１個点灯することとなっている。この普通図柄保留ランプ19は上述の通り４個まで点灯可
能である。すなわち、変動開始ゲート20への通過に係る普通図柄の変動表示は、最大４個
まで保留可能となっている。
　そして、始動口14への入賞があると、前記賞球払出口から５球の賞球が遊技者に払い出
されるのに加え、液晶画面12が特別図柄表示手段49として機能し、図柄の変動表示が開始
される。この変動表示と同時に、当該液晶画面12が演出表示手段50としても機能し、演出
を表示する場合もある。この変動表示の結果、停止表示される特別図柄が３桁とも同一の
図柄に係る組合せ（「当たり図柄」と称する。）である場合、「大当たり遊技」となり、
普段は閉鎖している大入賞口17が開放する。大入賞口17への入賞があると、前記賞球払出
口から１５球の賞球が遊技者に払い出される。この大入賞口17は、開放して３０秒経過す
るか、又は１０球の入賞があるかのいずれかにより一旦閉鎖する。そして、この大入賞口
17が開放していた間に、この大入賞口17の内部に設けられている図示しないＶゾーンへの
入賞があったときには、再度開放することとなっている。これにより、大入賞口17の開放
は、最大１６回連続することが可能となっている。また、大入賞口17が１６回開放し終え
るか、又は大入賞口17の開放中に上記Ｖゾーンへの入賞がなかった場合には、この大当た
り遊技は終了する。
【００５３】
　一方、始動口14への入賞に伴う変動表示の結果、停止表示される特別図柄が上記当たり
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、次の入賞に係る変動表示が再び実行される。
　なお、上記特別図柄表示手段49としての液晶画面12において特別図柄の変動表示が実行
されている際に遊技球が始動口14に入賞すると、当該入賞に係る特別図柄の変動表示は現
に実行されている特別図柄の変動表示の終了まで（又は、現に実行されている特別図柄の
変動表示の終了の結果大当たり図柄が表示される場合にはその大当たり図柄による大当た
り遊技の終了まで）保留される。そして、特別図柄の変動表示が保留されていることを表
示するために、特別図柄保留ランプ13が１個点灯することとなっている。この特別図柄保
留ランプ13は上述の通り４個まで点灯可能である。すなわち、始動口14への通過に係る特
別図柄の変動表示は、最大４個まで保留可能となっている。
【００５４】
　さて、上記大当たり図柄が、特定の図柄（たとえば、「７」など）に係るものである場
合には、上記大当たり遊技の終了後、いわゆる「確率変動遊技」が発生する。この確率変
動遊技の間は、前記普通図柄表示装置18における変動時間が６秒に短縮されるとともに、
前記拡大装置15の作動時間が２秒に延長されることとなっている。更に、この確率変動遊
技の間は、大当たりの発生確率自体も上昇することとなっている。
　　（１－３）機能ブロック
　本実施の形態に係る弾球遊技機10の、当たり判定、特別図柄選択及び演出パターン選択
に関する機能を、図８のブロック図を参照しつつ説明する。
【００５５】
　本実施の形態に係る弾球遊技機10においては、処理手段としてのＣＰＵ30が、記憶手段
としてのＲＯＭ70に記録された制御プログラムを実行することで、弾球遊技機10の制御を
司る。これによりＣＰＵ30は乱数発生手段31、当たり判定乱数抽出手段32、保留乱数判定
手段33、フラグ判別手段34、演出実行判定乱数抽出手段35、演出実行判定手段36、当たり
判定手段37、当たり図柄乱数抽出手段38、ハズレ図柄乱数抽出手段39、特別図柄選択手段
40、連続演出判定乱数抽出手段41、連続演出判定手段42、演出乱数抽出手段43、演出パタ
ーン選択手段44、フラグ設定手段45、演出単位選択手段46、連続演出終了判定手段47、フ
ラグ解除手段48、特別図柄表示手段49及び演出表示手段50として機能する。ＲＯＭ70には
また、ＣＰＵ30による制御の過程で必要とされる様々な遊技情報も記録されている。この
遊技情報の一部として、単独演出パターンテーブル71及び連続演出パターンテーブル72が
設けられている。また、ＲＡＭ60は、ＣＰＵ30による制御の過程で生じたデータを一時的
に記憶することで、当たり判定乱数保留手段61及び連続演出フラグ62として機能する。
【００５６】
　　　（１－３－１）単独演出パターンテーブル
　単独演出パターンテーブル71には、下記の表１に示すように、「当たり」の場合の単独
演出パターンが１０通り及び「ハズレ」の場合の演出パターンが２通り記憶されている。
【００５７】



(15) JP 5500598 B2 2014.5.21

10

20

30

【表１】

【００５８】
　上記表１中の単独演出パターンに係る演出はいずれも１回の変動表示の間に終了するこ
ととなっている。ただし、各単独演出パターンに係る演出に要する時間は必ずしも同一で
はない。したがって、その時間の差異は、変動表示を延長又は短縮することで調整される
。
　　　（１－３－２）連続演出パターンテーブル
　連続演出パターンテーブル72には、下記の表２に示すように、２回の変動表示を要する
連続変動パターンが４通り、３回の変動表示を要する連続変動パターンが４通り及び４回
の変動表示を要する連続変動パターンが２通り記憶されている。
【００５９】
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【表２】

【００６０】
　上記表２に示すように、各連続演出パターンはその所要変動表示回数に応じた数の演出
単位から構成される。また、各演出単位には、「当たり」の場合に対応する当たり演出単
位及び「ハズレ」の場合に対応する演出単位が用意されている。ただし、後述するように
連続演出は「ハズレ」の場合からのみ開始されるので、各連続演出パターンの第１回の演
出単位には当たり演出単位は存在しない。
　各連続演出パターンは、それぞれ異なったストーリーに基づくものである。そのストー
リーの具体的な内容は詳述しないが、各演出単位におけるストーリーの傾向は概ね以下の
ようになっている。
【００６１】
　　　　（１－３－２－１）連続演出パターン１
　(1-1B)：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。ストーリーの発端部分が提
示される。(1-2A)又は(1-2B)へ続く。
　(1-2A)：当たり図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(1-1B)の発端部分に続き、
成功裡に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　(1-2B)：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(1-1B)の発端部分に続き、
失敗に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　なお、連続演出パターン２、３及び４についても概ね上記と同様である。
【００６２】
　すなわち、連続演出パターン１から４までについては、可能なストーリー展開はそれぞ
れ２通り存在することとなっている。
　　　　（１－３－２－２）連続演出パターン５
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　(5-1B)：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。ストーリーの発端部分が提
示される。(5-2A)又は(5-2B)へ続く。
　(5-2A)：当たり図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(5-1B)の発端部分に続き、
成功裡に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　(5-2B)：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(5-1B)の発端部分に続き、
これを展開させるような内容が提示される。(5-3A)又は(5-3B)へ続く。
【００６３】
　(5-3A)：当たり図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(5-2B)の展開に続き、成功
裡に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　(5-3B)：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(5-2B)の展開に続き、失敗
に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　なお、連続演出パターン６、７及び８についても概ね上記と同様である。
　すなわち、連続演出パターン５から８までについては、可能なストーリー展開はそれぞ
れ３通り存在することとなっている。
　　　　（１－３－２－３）連続演出パターン９
　(9-1B)：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。ストーリーの発端部分が提
示される。(9-2A)又は(9-2B)へ続く。
【００６４】
　(9-2A)：当たり図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(9-1B)の発端部分に続き、
成功裡に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　(9-2B)：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(9-1B)の発端部分に続き、
これを展開させるような内容が提示される。(9-3A)又は(9-3B)へ続く。
　(9-3A)：当たり図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(9-2B)の展開に続き、成功
裡に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　(9-3B)：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(9-2B)の発端部分に続き、
これを更に展開させるような内容が提示される。(9-4A)又は(9-4B)へ続く。
【００６５】
　(9-4A)：当たり図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(9-3B)の展開に続き、成功
裡に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　(9-4B)：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。(9-3B)の展開に続き、失敗
に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　なお、連続演出パターン１０についても概ね上記と同様である。
　すなわち、連続演出パターン９及び１０については、可能なストーリー展開はそれぞれ
４通り存在することとなっている。
　　　（１－３－３）乱数発生手段
　乱数発生手段31は、０から３１９までの数値を、制御プログラムのソフトウェアリセッ
トごとに１ずつ加算する。ただし、３１９の次は、再び０になるものとする。そして、所
定の時点（たとえば、始動口14への入賞を検知した時点）における値が、乱数として抽出
されることとなっている。すなわち、この乱数発生手段31で生成される数値は厳密に数学
的な意味での「乱数」ではないが、その抽出のタイミングがほぼランダムと考えられるの
で、この乱数発生手段31によって生成される数値は実質的に「乱数」として機能し得ると
考えられる。
【００６６】
　　　（１－３－４）当たり判定乱数抽出手段
　当たり判定乱数抽出手段32は、始動口14への遊技球の入賞を検知した時点において乱数
発生手段31が示す数値を、当たり判定乱数として抽出する。
　　　（１－３－５）当たり判定乱数保留手段
　当たり判定乱数保留手段61には、当たり判定乱数抽出手段32により抽出される当たり判
定乱数が最大４個、その抽出の順序を認識可能な形式で保留される。また、後述の当たり
の判定には最先に保留された当たり判定乱数から使用されるとともに、使用された当たり
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判定乱数はまた順次削除される。
【００６７】
　　　（１－３－６）保留乱数判定手段
　保留乱数判定手段33は、上記当たり判定乱数保留手段61に保留されている当たり判定乱
数の個数を判定する。この当たり判定乱数の個数は、特別図柄保留ランプ13にその点灯個
数として表示される。
　　　（１－３－７）連続演出フラグ
　連続演出フラグ62は、ＲＡＭ60に一時的に記憶されるパラメータで、０から４までの整
数値をとる。ここで、値が０である連続演出フラグ62は、現に連続演出は実行されていな
いことを示す。また、値が１から４までである連続演出フラグ62は、現に実行されている
連続演出のうち、何回目の変動表示に該当するかを示す。
【００６８】
　　　（１－３－８）フラグ判別手段
　フラグ判別手段34は、ＲＡＭ60に記憶されている連続演出フラグ62の値を「０」と比較
し、等しいか否かを判別する。
　　　（１－３－９）演出実行判定乱数抽出手段
　演出実行判定乱数抽出手段35は、下記の演出実行判定手段36による判定前の所定の時点
において乱数発生手段31が示す数値を、演出実行判定乱数として抽出する。
　　　（１－３－１０）演出実行判定手段
　演出実行判定手段36は、演出を実行するか否かを、上記演出実行判定乱数抽出手段35が
抽出した演出実行判定乱数の値によって判定する。
【００６９】
　　　（１－３－１１）当たり判定手段
　当たり判定手段37は、前記当たり判定乱数保留手段61に保留されている当たり判定乱数
のうち最先のものを用いて、「当たり」か「ハズレ」かを判定する。すなわち、当該当た
り判定乱数を７と比較し、等しい場合には「当たり」と判定し、一方、異なる場合には「
ハズレ」と判定する。
　　　（１－３－１２）当たり図柄乱数抽出手段
　当たり図柄乱数抽出手段38は、上記当たり判定手段37により「当たり」の判定がされて
から、後述の特別図柄選択手段40による特別図柄の選択までの所定の時点において乱数発
生手段31が示す数値を、当たり図柄乱数抽出手段38として抽出する。具体的には、乱数発
生手段31から抽出した０から３１９までの数値を０から９までの数値に変換し、これを当
たり図柄乱数抽出手段38とする。
【００７０】
　　　（１－３－１３）ハズレ図柄乱数抽出手段
　ハズレ図柄乱数抽出手段39は、前記当たり判定手段37により「ハズレ」の判定がされて
から、下記の特別図柄選択手段40による特別図柄の選択までの所定の時点において乱数発
生手段31が示す数値を、ハズレ図柄乱数抽出手段39として抽出する。具体的には、乱数発
生手段31から適宜異なるタイミングで抽出した０から３１９までの数値３個をそれぞれ０
から９までの数値に変換する。そして、これらの３個の数値が３個とも相等しい場合には
、そのうちの１個を他の数値に置き換えて得られた３個の数値の組合せをハズレ図柄乱数
とする。一方、当該変換で得られた３個の数値のうち少なくとも１個が他の数値と異なる
場合には、それらの３個の数値の組合せをそのままハズレ図柄乱数とする。
【００７１】
　　　（１－３－１４）特別図柄選択手段
　特別図柄選択手段40は、前記当たり判定手段37の判定結果に応じて、特別図柄の種類を
選択する。たとえば、上記の判定結果が「当たり」であれば、前記当たり図柄乱数抽出手
段38によって抽出された乱数の数値を３桁のいずれにも有する「当たり図柄」（たとえば
、「７７７」）を特別図柄として選択する。一方、判定結果が「ハズレ」であれば、上記
ハズレ図柄乱数抽出手段39によって抽出された乱数の数値を各桁に有する「ハズレ図柄」
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（たとえば、「７６５」、「７８７」等）を特別図柄として選択する。
　　　（１－３－１５）連続演出判定乱数抽出手段
　連続演出判定乱数抽出手段41は、下記の連続演出判定手段42による判定までの所定の時
点において乱数発生手段31が示す数値を、連続演出判定乱数として抽出する。
【００７２】
　　　（１－３－１６）連続演出判定手段
　連続演出判定手段42は、連続演出を実行するか否かを、連続演出判定乱数抽出手段41が
抽出した連続演出判定乱数の数値により判定する。
　　　（１－３－１７）演出乱数抽出手段
　演出乱数抽出手段43は、下記の演出パターン選択手段44による演出パターンの選択まで
の所定の時点において乱数発生手段31が示す数値を、演出乱数として抽出する。
　　　（１－３－１８）演出パターン選択手段
　演出パターン選択手段44は、前記当たり判定手段37による判定結果及び上記連続演出判
定手段42による判定結果に応じた適切な単独演出パターン又は連続演出パターンを、上記
演出乱数抽出手段43が抽出した演出乱数の数値によりそれぞれ単独演出パターンテーブル
71又は連続演出パターンテーブル72から選択する。
【００７３】
　　　（１－３－１９）フラグ設定手段
　フラグ設定手段45は、前記連続演出判定手段42による判定結果が肯定的な場合に連続演
出フラグ62の値を１にする。
　　　（１－３－２０）演出単位選択手段
　演出単位選択手段46は、連続演出パターンが選択されている場合に、当たり判定手段37
による判定結果及び連続変動の回数に応じて、適切な演出単位を選択する。
　　　（１－３－２１）連続演出終了判定手段
　連続演出終了判定手段47は、当該連続演出が所要の変動表示回数を消化したか否かを判
定する。具体的には、当該時点の連続演出フラグ62の値を参照して、その値と、所要の変
動表示回数の値とを比較して、これらが等しいか否かを判断するか、又は、当該変動表示
で当たり演出単位に係る演出が表示されたか否かを判断するかのいずれかにより判定され
る。
【００７４】
　　　（１－３－２２）フラグ解除手段
　フラグ解除手段48は、上記連続演出終了判定手段47による判定結果が肯定的な場合に連
続演出フラグ62の値を「０」にする。
　　　（１－３－２３）特別図柄表示手段
　特別図柄表示手段49は、前記特別図柄選択手段40が選択した特別図柄を、液晶画面12上
に変動表示を経て停止表示させる。
　　　（１－３－２４）演出表示手段
　演出表示手段50は、前記演出パターン選択手段44が選択した演出パターン、及び、連続
演出パターンが選択されている場合には前記演出単位選択手段46が選択した演出単位に従
った演出を、液晶画面12上に表示する。
【００７５】
　以下、本実施の形態に係る弾球遊技機10における処理手順を、図９、図１０及び図１１
のフローチャートを参照しつつ説明する。本実施の形態に係る弾球遊技機10における処理
手順は図９のフローチャートで示される当たり判定乱数の保留処理と、図１０及び図１１
のフローチャートで示される特別図柄及び演出に関する処理に分けられる。両処理は、同
時に並行して実行されるが、保留された当たり判定乱数の個数（Ｋ）は、両処理で共通す
るパラメータである。このＫが一方の処理で変化した際には、その変化は他方の処理にも
影響を与えることとなっている。
　　　（１－４－１）当たり判定乱数の保留処理
　本処理においては、まず、図９のS200に示す段階において、始動口14への入賞をＣＰＵ
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30が認識したか否かが判断される。認識しない場合は、本処理は終了するが、ソフトウェ
アリセットを経て直ちに本段階から本処理は再開される。一方、認識した場合は、 S210
に示す段階へ進む。
【００７６】
　S210に示す段階においては、当たり判定乱数抽出手段32が、当該入賞を認識した時点に
おいて乱数発生手段31が示す数値を当たり判定乱数として抽出する。そして、S220に示す
段階へ進む。
　S220に示す段階においては、保留乱数判定手段33によって、当たり判定乱数保留手段61
において現に保留されている当たり判定乱数（図９及び図１０中の「Ｋ」。以下、「保留
球数」とする。）が４個に達しているか否かが判定される。達している場合には、S210に
示す段階において抽出された当たり判定乱数は保留されることなく、S250に進んで所定の
賞球払出処理が実行された後、本処理は終了する。なお、本処理の終了後ソフトウェアリ
セットを経て直ちにS200に示す段階から本処理は再開される。一方、保留球数が４に達し
ていない場合には、S230に示す段階へ進む。
【００７７】
　S230に示す段階においては、保留乱数判定手段33によって、保留球数に１が加算される
。そして、S240に示す段階へ進む。
　S240に示す段階においては、当該当たり判定乱数が、当たり判定乱数保留手段61に、当
該時点における順番が最下位となるようにして保存される。そして、S250に進んで所定の
賞球払出処理が実行された後、S250に進んで所定の賞球払出処理が実行された後、本処理
は終了する。なお、本処理の終了後ソフトウェアリセットを経て直ちにS200に示す段階か
ら本処理は再開される。
　　　（１－４－２）特別図柄及び演出に関する処理
　本処理においては、まず、図１０のS300に示す段階において、保留乱数判定手段33によ
って、保留球数が１以上であるか否かが判断される。すなわち、本段階では、特別図柄の
変動表示が実行可能な状態であるか否かが判断されることとなっている。この判断が否定
的な場合、すなわち保留球数が０の場合は、本処理は終了するが、ソフトウェアリセット
を経て直ちに本段階から本処理は再開される。一方、この判断が肯定的な場合には、S310
に示す段階へ進む。
【００７８】
　S310に示す段階においては、フラグ判別手段34によって、連続演出フラグ62（図１０中
の「Ｍ」）が１以上であるか否かが判断される。
　　　　（１－４－２－１）連続演出中でない場合
　S310に示す段階において、否定的な判断がされる場合、すなわち、連続演出フラグ62が
０である場合とは、現に連続演出は実行されていない場合を意味する。この場合は、S320
に示す段階へ進む。
　S320に示す段階においては、保留乱数判定手段33により、当該時点の保留球数が、変動
所要回数（図１０中の「Ｎ」）として保存された後、１減算される。そして、S330に示す
段階へ進む。
【００７９】
　S330に示す段階においては、まず、演出実行判定乱数抽出手段35によって、当該時点に
おける乱数発生手段31が示す数値が、演出実行判定乱数として抽出される。次いで、演出
実行判定手段36が、この演出実行判定乱数によって、演出そのものを実行するか否かを判
定する。
　　　　　（１－４－２－１－１）演出を実行しない場合
　S330に示す段階における判断が否定的な場合、すなわち、演出を実行しない場合には、
図１１のS332に示す段階へ進む。この段階においては、当たり判定手段37が、当たり判定
乱数保留手段61に保留されている当たり判定乱数のうち、最先に保留されたものを参照し
、「当たり」か否かを判定する。
【００８０】
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　「当たり」の場合には、S334に示す段階へ進み、当たり図柄乱数抽出手段38により、当
該時点において乱数発生手段31が示す数値が当たり図柄乱数として抽出される。そして、
特別図柄選択手段40が、この当たり図柄乱数に該当する当たり図柄を特別図柄として決定
する。
　一方、「ハズレ」の場合には、S336に示す段階へ進み、ハズレ図柄乱数抽出手段39によ
り、当該時点において乱数発生手段31が示す数値がハズレ図柄乱数として抽出される。そ
して、特別図柄選択手段40が、このハズレ図柄乱数に該当するハズレ図柄を特別図柄とし
て決定する。
【００８１】
　いずれの場合もS338へ進み、前記S332に示す段階で判定に供された当たり判定乱数が当
たり判定乱数保留手段61から削除される。次いで、特別図柄表示手段49が、特別図柄選択
手段40が決定した特別図柄を液晶画面12上において変動表示させた後、停止表示させる。
そして、本処理は終了する。なお、本処理の終了後ソフトウェアリセットを経て直ちに図
１０のS300に示す段階から、連続演出フラグ62の値は０のまま本処理は再開される。
　　　　　（１－４－２－１－２）演出を実行する場合
　図１０のS330に示す段階における判断が肯定的な場合、すなわち、演出を実行する場合
には、S340に示す段階へ進む。この段階においては、当たり判定手段37が、当たり判定乱
数保留手段61に保留されている当たり判定乱数のうち、最先に保留されたものを参照し、
「当たり」か否かを判定する。
【００８２】
　　　　　　（１－４－２－１－２－１）当たりの場合
　S340に示す段階において「当たり」と判定された場合には、S350に示す段階へ進み、当
たり図柄乱数抽出手段38により、当該時点において乱数発生手段31が示す数値が当たり図
柄乱数として抽出される。そして、特別図柄選択手段40が、この当たり図柄乱数に該当す
る当たり図柄を特別図柄として決定する。そして、S360に示す段階へ進む。
　S360に示す段階においては、演出乱数抽出手段43により、当該時点において乱数発生手
段31が示す数値が演出乱数として抽出される。次いで、この演出乱数により、演出パター
ン選択手段44が、単独演出パターン１から１０までのうちからいずれか１つを選択する。
そして、S520に示す段階へ進む。
【００８３】
　S520に示す段階においては、前記S340に示す段階で判定に供された当たり判定乱数が当
たり判定乱数保留手段61から削除される。次いで、特別図柄表示手段49が、特別図柄選択
手段40が決定した当たり図柄を液晶画面12上において変動表示させた後、停止表示させる
。また、この変動表示に伴って、演出表示手段50が、演出パターン選択手段44が決定した
単独演出パターンに従って、同液晶画面12上に演出を表示する。そして、本処理は終了す
る。なお、本処理の終了後ソフトウェアリセットを経て直ちにS300に示す段階から、連続
演出フラグ62は０のまま本処理は再開される。
　　　　　　（１－４－２－１－２－２）ハズレの場合
　S340に示す段階において「ハズレ」と判定された場合には、S370に示す段階へ進み、ハ
ズレ図柄乱数抽出手段39により、当該時点において乱数発生手段31が示す数値がハズレ図
柄乱数として抽出される。そして、特別図柄選択手段40が、このハズレ図柄乱数に該当す
るハズレ図柄を特別図柄として決定する。そして、S380に示す段階へ進む。
【００８４】
　S380に示す段階においては、保留乱数判定手段33により、変動所要回数が２以上である
か否かが判断される。２以上でない場合、すなわち、変動所要回数が１である場合には、
連続演出は開始されない。したがって、この場合はS400に示す段階へ進む。
　一方、２以上である場合には、連続演出が開始される可能性がある。したがって、この
場合はS390に示す段階へ進む。
　S390に示す段階においては、連続演出判定乱数抽出手段41により、当該時点において乱
数発生手段31が示す数値が連続演出判定乱数として抽出される。次いで、連続演出判定手
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段42が、この連続演出判定乱数によって、連続演出を開始するか否かを判定する。連続演
出は開始されない場合はS400に示す段階へ、また、連続演出が開始される場合はS410に示
す段階へそれぞれ進む。
【００８５】
　　　　　　　（１－４－２－１－２－２－１）連続演出は開始されない場合
　S380に示す段階において否定的な判断がされた場合又はS390に示す段階において否定的
な判定がされた場合には、連続演出は開始されない。したがって、S400に示す段階へ進み
、演出乱数抽出手段43により、当該時点において乱数発生手段31が示す数値が演出乱数と
して抽出される。次いで、この演出乱数により、演出パターン選択手段44が、単独演出パ
ターン１１及び１２のうちからいずれか１つを選択する。そして、S520に示す段階へ進む
。
　S520に示す段階においては、前記S340に示す段階で判定に供された当たり判定乱数が当
たり判定乱数保留手段61から削除される。次いで、特別図柄表示手段49が、特別図柄選択
手段40が決定したハズレ図柄を液晶画面12上において変動表示させた後、停止表示させる
。また、この変動表示に伴って、演出表示手段50が、演出パターン選択手段44が決定した
単独演出パターンに従って、同液晶画面12上に演出を表示する。そして、本処理は終了す
る。なお、本処理の終了後ソフトウェアリセットを経て直ちにS300に示す段階から、連続
演出フラグ62は０のまま本処理は再開される。
【００８６】
　　　　　　　（１－４－２－１－２－２－２）連続演出が開始される場合
　S390に示す段階において肯定的な判定がされた場合には、連続演出が開始される。した
がって、S410に示す段階へ進み、演出乱数抽出手段43により、当該時点において乱数発生
手段31が示す数値が演出乱数として抽出される。次いで、この演出乱数により、演出パタ
ーン選択手段44が、変動所要回数に応じた連続演出パターンを１つ選択する。すなわち、
変動所要回数が２であれば連続演出パターン１から４までの中から、変動所要回数が３で
あれば連続演出パターン５から８までの中から、変動所要回数が４であれば連続演出パタ
ーン９及び１０のうちからそれぞれ連続演出パターンが選択される。そして、S420に示す
段階へ進む。
【００８７】
　S420に示す段階においては、フラグ設定手段45により、連続演出フラグ62が１とされる
。そして、S490に示す段階へ進む。
　S490に示す段階においては、演出単位選択手段46により、当該連続演出パターンを構成
する演出単位の中から、この場合は１回目のハズレ演出単位が選択される。そして、S500
に示す段階へ進む。
　S500に示す段階においては、連続演出終了判定手段47により、当該時点の連続演出フラ
グ62が当該変動所要回数と等しいか否かが判定される。この場合は連続演出フラグ62は１
で、変動所要回数は少なくとも２であるので、S520に示す段階へ進む。
【００８８】
　S520に示す段階においては、前記S340に示す段階で判定に供された当たり判定乱数が当
たり判定乱数保留手段61から削除される。次いで、特別図柄表示手段49が、特別図柄選択
手段40が決定したハズレ図柄を液晶画面12上において変動表示させた後、停止表示させる
。また、この変動表示に伴って、演出表示手段50が、演出単位選択手段46が選択したハズ
レ演出単位に従って、同液晶画面12上に演出を表示する。そして、連続演出が継続した状
態で本処理は終了する。なお、本処理の終了後ソフトウェアリセットを経て直ちにS300に
示す段階から、連続演出フラグ62が１の状態で本処理は再開される。
　　　　（１－４－２－２）連続演出中である場合
　S310に示す段階において、肯定的な判断がされる場合、すなわち、連続演出フラグ62が
１以上である場合とは、現に連続演出が実行されている場合を意味する。この場合は、S4
30に示す段階へ進む。
【００８９】
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　S430に示す段階においては、保留乱数判定手段33により、当該時点の保留球数が１減算
される。そして、S440に示す段階へ進む。
　S440に示す段階においては、フラグ設定手段45により、連続演出フラグ62に１加算され
る。これにより、変動表示の回数が１回分進むことになる。そして、S450に示す段階へ進
む。
　S450に示す段階においては、当たり判定手段37が、当たり判定乱数保留手段61に保留さ
れている当たり判定乱数のうち、最先に保留されたものを参照し、「当たり」か否かを判
定する。
【００９０】
　　　　　（１－４－２－２－１）当たりの場合
　S450に示す段階において「当たり」と判断された場合には、S460に示す段階へ進み、当
たり図柄乱数抽出手段38により、当該時点において乱数発生手段31が示す数値が当たり図
柄乱数として抽出される。そして、特別図柄選択手段40が、この当たり図柄乱数に該当す
る当たり図柄を特別図柄として決定する。そして、S470に示す段階へ進む。
　S470に示す段階においては、演出単位選択手段46により、前回以前の変動表示に際して
選択された連続演出パターン（S410参照）を構成する演出単位の中から、連続演出フラグ
62の数値で示される回数に該当する当たり演出単位が選択される。更に、この段階で、当
該連続演出を終了する旨の判定が連続演出終了判定手段47によってなされ、S510に示す段
階へ進む。
【００９１】
　S510に示す段階においては、フラグ解除手段48により、連続演出フラグ62が０とされる
。そして、S520に示す段階へ進む。
　S520に示す段階においては、前記S450に示す段階で判定に供された当たり判定乱数が当
たり判定乱数保留手段61から削除される。次いで、特別図柄表示手段49が、特別図柄選択
手段40が決定した当たり図柄を液晶画面12上において変動表示させた後、停止表示させる
。また、この変動表示に伴って、演出表示手段50が、演出単位選択手段46が決定した当た
り演出単位に従って、同液晶画面12上に演出を表示する。そして、連続演出が終了した状
態で本処理は終了する。なお、本処理の終了後ソフトウェアリセットを経て直ちにS300に
示す段階から、連続演出フラグ62が０の状態で本処理は再開される。
【００９２】
　　　　　（１－４－２－２－２）ハズレの場合
　一方、S450に示す段階において「ハズレ」と判断された場合には、S480に示す段階へ進
み、ハズレ図柄乱数抽出手段39により、当該時点において乱数発生手段31が示す数値がハ
ズレ図柄乱数として抽出される。そして、特別図柄選択手段40が、このハズレ図柄乱数に
該当するハズレ図柄を特別図柄として決定する。そして、S490に示す段階へ進む。
　S490に示す段階においては、演出単位選択手段46により、前回以前の変動表示に際して
選択された連続演出パターン（S410参照）を構成する演出単位の中から、連続演出フラグ
62の数値で示される回数に該当するハズレ演出単位が選択される。そして、S500に示す段
階へ進む。
【００９３】
　S500に示す段階においては、連続演出終了判定手段47により、当該時点の連続演出フラ
グ62が当該変動所要回数と等しいか否かが判定される。
　　　　　　（１－４－２－２－２－１）連続演出を終了する場合
　S500に示す段階における判定が肯定的であるということは、当該変動回数が当該連続演
出パターンにおける最終の変動回数に該当することとなる。したがってこの場合はS510に
示す段階へ進み、フラグ解除手段48により、連続演出フラグ62が０とされる。そして、S5
20に示す段階へ進む。
　S520に示す段階においては、前記S450に示す段階で判定に供された当たり判定乱数が当
たり判定乱数保留手段61から削除される。次いで、特別図柄表示手段49が、特別図柄選択
手段40が決定したハズレ図柄を液晶画面12上において変動表示させた後、停止表示させる
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レ演出単位に従って、同液晶画面12上に演出を表示する。そして、連続演出が終了した状
態で本処理は終了する。なお、本処理の終了後ソフトウェアリセットを経て直ちにS300に
示す段階から、連続演出フラグ62が０の状態で本処理は再開される。
【００９４】
　　　　　　（１－４－２－２－２－２）連続演出を継続する場合
　一方、S500に示す段階における判定が否定的であるということは、当該変動回数は当該
連続演出パターンにおける最終の変動回数には達していないこととなる。したがってこの
場合にはS520に示す段階へ進む。
　S520に示す段階においては、前記S450に示す段階で判定に供された当たり判定乱数が当
たり判定乱数保留手段61から削除される。次いで、特別図柄表示手段49が、特別図柄選択
手段40が決定したハズレ図柄を液晶画面12上において変動表示させた後、停止表示させる
。また、この変動表示に伴って、演出表示手段50が、演出単位選択手段46が選択したハズ
レ演出単位に従って、同液晶画面12上に演出を表示する。そして、連続演出が継続した状
態で本処理は終了する。なお、本処理の終了後ソフトウェアリセットを経て直ちにS300に
示す段階から、連続演出フラグ62がS440に示す段階において加算された状態のまま本処理
は再開される。
【００９５】
　（２）第２の実施の形態
　本発明の第２の実施の形態においては、保留に係る「当たり」及び「ハズレ」の組合せ
ごとに連続演出パターンが用意されている。
　　（２－１）盤面外観
　第２の実施の形態に係る弾球遊技機10の盤面11は、第１の実施の形態に係るものと同様
である。したがって、その説明は前記（１－１）の記載を参照されたい。
　　（２－２）遊技の概要
　本実施の形態に係る弾球遊技機10における遊技の概要は、第１の実施の形態に係るもの
と同様である。したがって、その説明は前記（１－２）の記載を参照されたい。
【００９６】
　　（２－３）機能ブロック
　本実施の形態に係る弾球遊技機10の、当たり判定、特別図柄選択及び演出パターン選択
に関する機能は、第１の実施の形態と同様、図８の機能ブロック図で示される。そして、
本実施の形態においては、連続演出パターンテーブル72の構成が第１の実施の形態におけ
る同名の構成要素とは相異なっている。また、処理手段としてのＣＰＵ30が、新たな構成
要素としての保留当たり判定手段51としても機能することとなっている。したがって、こ
れらの構成要素については以下に説明する。なお、それら以外の各構成要素の機能は第１
の実施の形態における同名の構成要素と同様であるため、その説明は前記（１－３）の各
構成要素の記載を参照されたい。
【００９７】
　　　（２－３－１）連続演出パターンテーブル
　連続演出パターンテーブル72には、下記の表３に示すように、２回の変動表示を要する
連続変動パターンのうち、最終的に当たり演出単位で終わるもの及びハズレ演出単位で終
わるものがそれぞれ４通り、３回の変動表示を要する連続変動パターンのうち、最終的に
当たり演出単位で終わるもの及びハズレ演出単位で終わるものがそれぞれ４通り及び４回
の変動表示を要する連続変動パターンのうち、最終的に当たり演出単位で終わるもの及び
ハズレ演出単位で終わるものがそれぞれ２通り記憶されている。
【００９８】
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【表３】

【００９９】
　上記表３に示すように、各連続演出パターンにおいては、各変動表示回数ごとに当たり
演出単位であるか又はハズレ演出単位であるかがあらかじめ決定されている。
　各連続演出パターンは、それぞれ異なったストーリーに基づくものである。そのストー
リーの具体的な内容は詳述しないが、各演出単位におけるストーリーの傾向は概ね以下の
ようになっている。
　　　　（２－３－１－１）連続演出パターン１
　第１回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。ストーリーの発端部分が提
示される。第２回へ続く。
【０１００】
　第２回：当たり図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第１回の発端部分に続き、
成功裡に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　なお、連続演出パターン２、３及び４についても概ね上記と同様である。
　　　　（２－３－１－２）連続演出パターン５
　第１回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。ストーリーの発端部分が提
示される。第２回へ続く。
　第２回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第１回の発端部分に続き、
失敗に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
【０１０１】
　なお、連続演出パターン６、７及び８についても概ね上記と同様である。
　　　　（２－３－１－３）連続演出パターン９
　第１回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。ストーリーの発端部分が提
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示される。第２回へ続く
　第２回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第１回の発端部分に続き、
これを展開させるような内容が提示される。第３回へ続く。
　第３回：当たり図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第２回の展開に続き、成功
裡に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
【０１０２】
　なお、連続演出パターン１０、１１及び１２についても概ね上記と同様である。
　　　　（２－３－１－４）連続演出パターン１３
　第１回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。ストーリーの発端部分が提
示される。第２回へ続く
　第２回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第１回の発端部分に続き、
これを展開させるような内容が提示される。第３回へ続く。
　第３回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第２回の展開に続き、失敗
に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
【０１０３】
　なお、連続演出パターン１４、１５及び１６についても概ね上記と同様である。
　　　　（２－３－１－５）連続演出パターン１７
　第１回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。ストーリーの発端部分が提
示される。第２回へ続く
　第２回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第１回の発端部分に続き、
これを展開させるような内容が提示される。第３回へ続く。
　第３回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第２回の展開に続き、これ
を更に展開させるような内容が提示される。第４回へ続く。
【０１０４】
　第４回：当たり図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第３回の展開に続き、成功
裡に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　なお、連続演出パターン１８についても概ね上記と同様である。
　　　　（２－３－１－６）連続演出パターン１９
　第１回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。ストーリーの発端部分が提
示される。第２回へ続く
　第２回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第１回の発端部分に続き、
これを展開させるような内容が提示される。第３回へ続く。
【０１０５】
　第３回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第２回の展開に続き、これ
を更に展開させるような内容が提示される。第４回へ続く。
　第４回：ハズレ図柄が変動表示されるのに伴い表示される。第３回の展開に続き、失敗
に終わる結末が提示される。本演出単位で連続演出は終了する。
　なお、連続演出パターン２０についても概ね上記と同様である。
　　　（２－３－２）保留当たり判定手段
　保留当たり判定手段51は、当たり判定乱数保留手段61に保留されている当たり判定乱数
のうち、いまだ当たり判定手段37による当たり判定に供されていないものについて、当た
り判定手段37と同様の判定を実行する。
【０１０６】
　　（２－４）処理手順
　以下、本実施の形態に係る弾球遊技機10における処理手順を、図９、図１０及び図１１
のフローチャートを参照しつつ説明する。なお、本実施の形態に係る弾球遊技機10におけ
る処理手順は、概ね前記第１の実施の形態のそれと同様である。したがって、相異なる処
理段階についてのみ以下で説明し、その他の処理段階については前記（１－４）の該当個
所を参照されたい。
　　　（２－４－１）当たり判定乱数の保留処理
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　本処理については、前記（１－４－１）と同様である。
【０１０７】
　　　（２－４－２）特別図柄及び演出に関する処理
　図１０のS300及びS310に示す段階については、前記（１－４－２）と同様である。
　　　　（２－４－２－１）連続演出中でない場合
　S320及びS330に示す段階については、前記（１－４－２－１）と同様である。
　　　　　（２－４－２－１－１）演出を実行しない場合
　この場合については、前記（１－４－２－１－１）と同様である。
　　　　　（２－４－２－１－２）演出を実行する場合
　S340に示す段階については、前記（１－４－２－１－２）と同様である。
【０１０８】
　　　　　　（２－４－２－１－２－１）当たりの場合
　この場合については、前記（１－４－２－１－２－１）と同様である。
　　　　　　（２－４－２－１－２－２）ハズレの場合
　S370、S380及びS390に示す段階については、前記（１－４－２－１－２－２）と同様で
ある。
　　　　　　　（２－４－２－１－２－２－１）連続演出は開始されない場合
　この場合については、前記（１－４－２－１－２－２－１）と同様である。
　　　　　　　（２－４－２－１－２－２－２）連続演出が開始される場合
　S390に示す段階において肯定的な判定がされた場合には、連続演出が開始される。した
がって、S410に示す段階へ進み、演出乱数抽出手段43により、当該時点において乱数発生
手段31が示す数値が演出乱数として抽出される。同時に、保留当たり判定手段51により、
現時点で当たり判定乱数保留手段61に保留されている当たり判定乱数のうち、最先のもの
から数えてＮ個目までについて「当たり」か又は「ハズレ」かが判定される。次いで、前
記演出乱数により、演出パターン選択手段44が、変動所要回数並びに「当たり」及び「ハ
ズレ」のパターンに応じた連続演出パターンを１つ選択する。ただし、Ｎ個目に至る前に
「当たり」となる場合には、そこまでの連続演出パターンが選択される。すなわち、変動
所要回数が２であれば連続演出パターン１から４まで（２回目に「当たり」の場合）又は
連続演出パターン５から８まで（２回目まで全て「ハズレ」の場合）の中から連続演出パ
ターンが選択される。また、変動所要回数が３であれば連続演出パターン９から１２まで
（３回目に「当たり」の場合）又は連続演出パターン１３から１６まで（３回目まで全て
「ハズレ」の場合）の中から連続演出パターンが選択される。更に、変動所要回数が４で
あれば連続演出パターン１７若しくは１８（４回目に「当たり」の場合）又は連続演出パ
ターン１９若しくは２０（４回目まで全て「ハズレ」の場合）から連続演出パターンが選
択される。そして、S420に示す段階へ進む。
【０１０９】
　S420、S490、S500及びS520に示す段階については、前記（１－４－２－１－２－２－２
）と同様である。
　　　　（２－４－２－２）連続演出中である場合
　この場合については、前記（１－４－２－２）と同様である。
　（３）その他
　当たり判定乱数以外の各乱数は、いずれも必ずしも毎回の変動表示に際して必要となる
わけではない。したがって、上記の各実施の形態においては、判定又は判断に必要となる
直前に各乱数を抽出することとしている。しかし、判定又は判断の前に抽出されていれば
その抽出のタイミングは問わない。また、必要の有無にかかわらず、当たり判定乱数と同
様に、各乱数又はその一部を始動口14への入賞を契機に一括して抽出することとしてもよ
い。ただし、この場合は、乱数の抽出のタイミングが同じになることで各乱数が同一とな
ることを避けるため、各乱数の抽出手段について専用の乱数発生手段31を設けることが望
ましい。
【０１１０】
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　更に、上記の各実施の形態においては、当たり判定乱数保留手段61に保留される当たり
判定乱数の数に上限を設けている。しかし、本発明の構成上この上限は設けなくとも差し
支えないが、連続演出に要する変動表示回数の上限は適宜定める必要がある。
【符号の説明】
【０１１１】
　10　弾球遊技機
　11　盤面　　　　　　　　　12　液晶画面
　13　特別図柄保留ランプ　　14　始動口
　15　拡大装置　　　　　　　16　アタッカーユニット
　17　大入賞口 18　普通図柄表示装置
　19　普通図柄保留ランプ　　20　変動開始ゲート
　21　入賞口　　　　　　　　22　アウト口
　30　ＣＰＵ
　31　乱数発生手段
　32　当たり判定乱数抽出手段
　33　保留乱数判定手段　　　34　フラグ判別手段
　35　演出実行判定乱数抽出手段
　36　演出実行判定手段　　　37　当たり判定手段
　38　当たり図柄乱数抽出手段
　39　ハズレ図柄乱数抽出手段
　40　特別図柄選択手段
　41　連続演出判定乱数抽出手段
　42　連続演出判定手段　　　43　演出乱数抽出手段
　44　演出パターン選択手段
　45　フラグ設定手段　　　　46　演出単位選択手段
　47　連続演出終了判定手段
　48　フラグ解除手段　　　　49　特別図柄表示手段
　50　演出表示手段　　　　　51　保留当たり判定手段
　60　ＲＡＭ
　61　当たり判定乱数保留手段
　62　連続演出フラグ
　70　ＲＯＭ
　71　単独演出パターンテーブル
　72　連続演出パターンテーブル
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